
 
 

障 害 者 福 祉 課 

 

 議案第１０９号 

   港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等 

   を定める条例の一部を改正する条例について 

 

 国の「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基

準」（平成２４年厚生労働省令第１５号）の一部改正を踏まえ、港区指定障害児通所

支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和２年港区条例

第５４号。以下「条例」といいます。）の一部を改正します。 

 

１ 改正理由 

  保育所等における子どもの健康管理の円滑な実施のため、乳幼児健康診査の内容

が保育所等で行う健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、保育所

等での健康診断の全部又は一部を省略可能とする省令改正が行われました。 

  この改正を踏まえ、条例の一部を改正します。 

 

２ 改正内容 

  児童が乳幼児健康診査を受けている場合に、児童発達支援センターである児童発

達支援事業所で実施される健康診断の全部又は一部を行わないことができることと

します。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

令和７年１２月１日 資料№６ 
保 健 福 祉 常 任 委 員 会 
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令和７年１２月１日　資料№６－２
保　健　福　祉　常　任 委 員 会
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